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 入札参加資格登録業者 各位 

 

会津若松市長  室 井 照 平   

                                  （ 公印省略 ） 

 

会津若松市発注工事における現場代理人の常駐 

義務緩和に関する運用基準の一部改正について 

 

会津若松市発注工事では、「会津若松市工事請負契約約款」第 10 条第２項に基づいて、現場代

理人が工事現場へ常駐することを義務付け、「会津若松市発注工事における現場代理人の常駐義務

緩和に関する運用基準」において常駐の緩和措置を定めていますが、平成 27 年 4月 1日より、県

において市町村発注工事との兼務を可能とする取り扱いを開始することに伴い、今回下記のとお

り取り扱うこととし、同運用基準を改正しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１１１１    常駐義務緩和常駐義務緩和常駐義務緩和常駐義務緩和のののの内容内容内容内容    

  次の(1)から(5)までについて、市長が品質管理、安全管理等現場代理人の業務に支障がない  

 と認める同一の建設業者が施工する工事について、現場代理人を兼務することができるものと  

 する。 

  ただし、低入札価格調査の対象となった工事及び市が入札公告又は入札通知書等において現  

 場代理人を兼務することができない旨の規定をした工事については対象外とする。 

 

 (1) アからウまでの全ての要件を満たす工事について、同一者が３件まで（専任の主任技術者 

   の配置を要する工事を含む場合は原則２件まで）現場代理人を兼務することができる。 

    ただし、この場合、現場代理人が稼動中の一方の工事現場を離れ、他方の工事現場におい 

   て、その任務を執り行う場合には、当該現場代理人に代わる者を指名しなければならない。  

   ア 市及び県又は他の市町村が発注する工事であること。 

   イ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり  

    相互に調整を要する工事であること。 

   ウ 工事現場の相互の間隔が１０ｋｍ程度以内の近接した工事であること。 

 

 (2) アからウまでの全ての要件を満たす工事について、同一者が２件まで現場代理人を兼務す 

   ることができる。 

   ア 市が発注する工事であること。 



   イ 同種工事であること。 

     ただし、土木一式工事、舗装工事及びとび・土工・コンクリート工事については、 同 

種工事として取り扱うものとする。 

   ウ 当初請負金額がそれぞれ 2,500 万円未満（建築一式工事である場合にあっては、5,000   

    万円未満）の工事であること。 

 

(3) アからウまでの全ての要件を満たす工事について、同一者が３件まで現場代理人を兼務す 

  ることができる。 

   ア 市が発注する工事であること。 

   イ 同種工事であること。 

     ただし、土木一式工事、舗装工事及びとび・土工・コンクリート工事については、 同 

種工事として取り扱うものとする。 

   ウ 当初請負金額がそれぞれ 2,500 万円未満の工事であること。 

     ただし、兼務する工事の当初請負金額の総額が 3,000 万円以上とならないこと。 

 

(4) 市が発注する工事であり現場間の最短経路がおおむね１００ｍ以内で、一体とした現場管理

が可能な工事は、２件以上の工事の兼務を可とする。 

 

(5) その他市長がやむを得ないものとして認める工事については、同一者が現場代理人を兼務す

ることができる。 

 

２２２２    県又県又県又県又はははは他他他他のののの市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの兼務兼務兼務兼務（（（（上記上記上記上記(1)(1)(1)(1)））））におけるにおけるにおけるにおける承認承認承認承認のののの手続手続手続手続きききき    

  申請者は、直接各々の発注者に申請し承認を受けた後に、双方の写しを市へ提出するものと

する。 

  市への申請においては、別紙「現場代理人の常駐義務緩和に係る申請書（県様式）」（現場相

互の距離がわかる位置図と経歴書を添付すること）を使用するものとし、他の市町村への申請

においては、各々の発注者の指定する様式により申請する。 

ただし、落札候補者に対する入札参加資格審査において、県又は他の市町村の発注する工事

に配置された現場代理人との兼務を希望する場合は、開札日までに、県又は他の市町村に対し

申請を行い承認を得ておくものとし、審査関係書類の提出の際に、その写しと市申請書を提出

すること。 

  

３３３３    適用適用適用適用のののの時期時期時期時期    

  平成 27 年４月１日から適用する。 
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